
やむを得ない事情 期限

令和６年 10 月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要な
システム整備が未完了の訪問看護ステーション（システム整備中）

システム整備が完了する日まで
（遅くとも令和７年６月末まで）

オンライン請求又はオンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワークが
整備されていない訪問看護ステーション（ネットワーク環境事情）

オンライン請求又はオンライン資格確認
に接続可能な光回線のネットワーク環
境が整備されてから６か月後まで

改築工事中の訪問看護ステーション 改築工事が完了するまで

廃止・休止に関する計画を定めている訪問看護ステーション
廃止・休止するまで

（遅くとも令和７年６月末まで）

その他特に困難な事情がある訪問看護ステーション
・常勤の看護職員その他の従業者の年齢が、平成 30 年３月 31 日にお
いて、いずれも 65 歳以上である場合
・その他上記の類型と同視できる特に困難な事情がある場合

特に困難な事情が解消されるまで

経過措置の申請方法

経過措置対象となる「やむを得ない事情」について

• 下記のやむを得ない事情がある訪問看護ステーションについては、「医療機関等
向け総合ポータルサイト」から経過措置の届出を行うことで、期限付きの経過措
置の適用を受けることができます。

医療保険分のレセプト請求がない施設は、その旨を記載した猶予届出をご提出いただければ
経過措置の適用を受けることができます。
また、レセプト請求がごく少数の施設は、その旨と具体的な件数を記載した猶予届出をご提出
いただくことで、経過措置の適用を受けられる場合があります。

経過措置届出方法

• 以下二次元コードよりポータルサイトにアクセスし、「経過措置届出」をクリック
※必要な項目を入力してください。

• ポータルサイトのユーザー登録を行っていない方は、裏面のユーザー登録方法を
ご覧ください。

医療機関等向け
総合ポータルサイト

ユーザー登録方法は裏面をご覧ください

No：H10



• 医療機関等向け総合ポータルサイトへのユーザー（アカウント）登録がまだの訪
問看護ステーションは以下の手順でご登録ください。

Step1.
• ポータルサイトへアクセス、「新規ユーザー登録はこ
ちら」をクリック

医療機関等向け
総合ポータルサイト

Step2.
• 必要項目を入力し、利用規約とプライバシーポ
リシーを確認後、「上記の利用規約に同意しま
す。」のチェックボックスにチェックをいれ、画面右
上の「登録」ボタンをクリック

お問い合わせ先 
〇オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583（通話無料） 

月曜日～金曜日（祝日を除く）8：00～18：00

土曜日（祝日を除く）8：00～16：00 

○オンライン資格確認等お問い合わせフォーム

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=com_med_inquiry

QRコード

自動的に生成された説明

オンライン資格確認には、以下のようなメリットがあります！

⚫ 利用者自身の直近の資格情報や、本人の同意に基づき診療/薬剤情報・特定健
診情報を閲覧することが可能となり、業務効率化や質の高い医療の提供が実現。

⚫ 訪問看護等におけるオンライン資格確認（居宅同意取得型）の仕組みを活用する
ことで、継続的に訪問看護が行われている間、２回目以降の訪問においては、訪問
看護ステーション側で再照会をして資格情報の照会・取得が可能となる機能により効
率的な資格確認が可能になるほか、初回時の同意に基づき、薬剤情報等の取得が
可能。

ポータルサイトのユーザー登録

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=com_med_inquiry
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=com_med_inquiry
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